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知多半島総合医療機構規程第 28号  

 

地方独立行政法人知多半島総合医療機構契約規程  

 

（趣旨）  

第１条  この規程は、地方独立行政法人知多半島総合医療機構会計規

程（以下「会計規程」という。）に基づき、地方独立行政法人知多

半島総合医療機構（以下「法人」という。）が締結する契約に係る

事務に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（運用の基準）  

第２条  この規程の運用にあたっては、信義誠実の原則に従うととも

に、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行さ

れるよう努めなければならない。  

（病院等の長の契約締結等の制限）  

第３条  次の各号に掲げる契約については、院長が行うものとする。  

(１ ) 契約の相手方が要望し、理事長が認めるもの  

(２ ) その他理事長が指定するもの  

（一般競争入札に参加する者の資格）  

第４条  法人が行う一般競争入札に参加できる者は、半田市又は常滑

市（以下「設立団体」という。）の入札参加資格を得ている者とす

る。  

２  理事長は、設立団体の入札参加資格を得ていない者から、法人の

入札に参加の申し込みがあった場合は、別に定める地方独立行政法

人知多半島総合医療機構指名審査会での承認をもって入札参加資格

を与えるものとする。  

３  理事長は、前２項に定めるもののほか、必要があるときは、一般

競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。  

（一般競争入札に参加させることができない者）  

第５条  理事長は、特別の理由がある場合を除くほか、当該入札に係

る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第 32条第１項各号に掲げる者を入札に参加させることができ

ない。  

２  理事長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいず

れかに該当すると認められるときは、その者について２年以内の期

間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。  

(１ ) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき  

(２ ) 公正な入札を妨げたとき、又は公正な価格を害し若しくは不

正な利益を得るために連合したとき  
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(３ ) 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行

することを妨げたとき  

(４ ) 監督又は検査の実施に当たり法人職員の職務の執行を妨げた

とき  

(５ ) 正当な理由なく契約を履行しなかったとき  

(６ ) 前各号の規定により一般競争入札に参加できないこととされ

ている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支

配人その他使用人として使用したとき  

(７ ) その他理事長が必要と認めるとき  

（一般競争入札の公表）  

第６条  一般競争入札の公表は、入札執行の日７日前（特別な理由が

あるときは５日前）までに次の各号に掲げる事項を、法人ホームペ

ージへの掲載より行うものとする。  

(１ ) 入札に付する事項  

(２ ) 入札に参加する者に必要な資格  

(３ ) 入札に必要な書類を示す場所  

(４ ) 入札及び開札の場所及び日時  

(５ ) 入札保証金及び契約保証金に関する事項  

(６ ) 入札の無効に関する事項  

(７ ) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項  

２  建設業法（昭和 24年法律第 100号）の適用を受ける工事に係る公

表は、前項の規定に関わらず建設業法施行令（昭和 31年政令第 273

号）に規定する見積期間をおいてしなければならない。  

（入札の執行の中止又は延期）  

第７条  理事長は、一般競争入札を行うにあたり、不正な入札が行わ

れるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由が

あるときは、その入札の執行を中止し、又は入札期日を延期するこ

とができる。  

（一般競争入札における予定価格）  

第８条  契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項

に関する仕様書、設計書等によって決定し、その予定価格（第 10条

の規定による、最低制限価格を含む。）を記載した書面を封書にし

て、開札の際、これを開札の場所におかなければならない。  

２  予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなけれ

ばならない。ただし、単価契約の場合においては、単価についてそ

の予定価格を定めることができる。  

３  予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実

例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短そ

の他必要な事項を考慮して適正に定めなければならない。  

４  予定価格を事前公表した場合は、予定価格を記載した書面の封入
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を要しない。ただし、予定価格を記載した書面に非公表としている

情報が含まれる場合は、この限りでない。  

（一般競争入札における最低制限価格）  

第９条  契約担当者は、最低制限価格を定める場合は、地方独立行政

法人知多半島総合医療機構最低制限価格制度実施要領（以下「最低

制限価格制度実施要領」という。）の規定により価格を定めなけれ

ばならない。  

２  前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第８条に規定す

る予定価格に併記しなければならない。  

（一般競争入札の開札及び再度入札）  

第 10条  理事長は、一般競争入札の開札を行うときは、第６条第１項

の規定により公表した入札の場所において、入札の終了後直ちに、

入札者を立ち会わせて行わなければならない。  

２  入札書は、１件ごとに１通を作成しなければならない。  

３  入札者は、その提出した入札書（当該入札書に記載すべき事項を

記録した電磁的記録を含む。）の書換え、引換え又は撤回をするこ

とができない。  

４  理事長は、第１項の規定により開札した場合において、各人の入

札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき（第９条

の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制

限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき）

は、直ちに、再度の入札をすることができる。  

５  代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければ

ならない。  

（一般競争入札のくじによる落札者の決定）  

第 11条  理事長は、一般競争により落札者を決定する入札において、

落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに

当該申込者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。  

（落札の通知）  

第 12条  契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書

面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。  

（最低制限価格による落札者の決定）  

第 13条  理事長は、当該契約の内容に適合した履行を確保するために特に

必要があると認めるときは、最低制限価格制度実施要領を準用した価格

を設け、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者

を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上

の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした

者を落札者とすることができる。   

（入札の無効）  

第 14条  理事長は、一般競争入札において、次の各号のいずれかに該
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当するときは、当該入札を無効とすることができる。  

(１ ) 入札に参加する資格のない者が入札したとき  

(２ ) 入札書が所定の日時までに到着しないとき  

(３ ) 入札者又はその代理人が同一契約について２通以上の入札を

したとき  

(４ ) 談合その他の不正行為によってされた入札と認められるとき  

(５ ) 入札保証金を納付すべき場合において、所定の入札保証金が

納付されていないとき  

(６ ) 入札者の氏名及び押印のない入札をしたとき（電子入札を除

く）  

(７ ) 入札金額を訂正した場合において、訂正印の押印のない入札

をしたとき  

(８ ) 鉛筆等訂正の容易な筆記具による入札をしたとき  

(９ ) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したと

き  

（指名競争入札による契約）  

第 15条  会計規程第 39条第２項の規定により指名競争入札に付するこ

とができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。  

(１ ) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又

は目的が一般競争入札に適さないとき  

(２ ) その性質又は目的により入札に加わるべき者の数が一般競争

入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約を

するとき  

(３ ) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき  

(４ ) その他理事長が適当と認めたとき  

（指名競争入札に参加する者の資格）  

第 16条  第４条及び第５条の規定は、指名競争入札に参加する者に必

要な資格について準用する。  

（指名競争入札に参加する者の指名等）  

第 17条  理事長は、指名競争入札により契約を締結しようとするとき

は、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、

当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない。  

２  前項の場合においては、理事長は、第６条第１項第１号から第７

号までに掲げる事項について指名する者に通知しなければならな

い。この場合において、当該入札に付する事項が建設業法の適用を

受ける工事であるときは、入札の日前に建設業法施行令第６条に規

定する見積期間をおいて通知しなければならない。  

３  理事長は、第１項の規定により、入札に参加させようとする者を

指名するときは、やむを得ない理由があるときを除き、３者以上を

指名しなければならない。  
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（一般競争入札に関する規定の準用）  

第 18条  第６条から第 14条の規定は、指名競争入札を行う場合に準用

する。  

 （随意契約）  

第 19条  会計規程第 39条第２項の規定により随意契約によることがで

きる場合は、次に掲げる場合とする。  

 (１ ) 次に掲げる契約の種類に応じ、予定価格（賃借の契約にあ

っては、予定賃貸借料の年額又は総額）がそれぞれに定める金

額に満たないとき  

ア  工事又は製造の請負（建物等の修繕を含む。）      500万円  

イ  財産の買入れ                     500万円  

ウ  物件の借入れ（賃貸借）                         500万円  

エ  財産の売払い                                   100万円  

オ  物件の貸付け                                    60万円  

カ  前各号に掲げるもの以外のもの                   300万円  

 (２ ) 不動産の買入れ又は借入れ、法人が必要とする物品の製

造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払い

その他の契約でその性質又は目的が競争に適さないものをする

とき  

 (３ ) 緊急の必要により入札に付することができないとき  

 (４ ) 入札に付することが不利と認められるとき  

 (５ ) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することがで

きる見込みのあるとき  

 (６ ) 入札に付して入札者がないとき、又は再度入札に付して落

札者がないとき  

 (７ ) 落札者が契約を締結しないとき  

 (８ ) 国、地方公共団体その他の公的法人、公益法人、特別の法

律により設立された法人と契約するとき  

 (９ ) 前各号に掲げるもののほか、特に理事長が承認したとき  

２  前項第６号の規定により随意契約とする場合は、契約保証金及び

履行期限を除くほか、最初入札に付するときに定めた予定価格その

他の条件を変更することができない。  

３  第１項第７号の規定により随意契約とする場合は、落札金額の制

限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初入札

に付するときに定めた条件を変更することができない。  

４  前２項の場合において、予定価格又は落札金額を分割して計算す

ることができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で複数者に

分割して契約を締結することができる。  

（見積書の徴取及び省略）  

第 20条  理事長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、
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設立団体の入札参加資格者名簿に記載されている者又は法人へ入札

参加資格審査を申請し承認されている者（以下「入札資格者名簿に

記載されている者等」という。）のうち、できるだけ多数の者から

見積書を徴さなければならない。  

２  前項の規定に関わらず、理事長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、入札資格者名簿に記載されている者等以外から見積書を

徴することができる。  

(１ )  入札資格者名簿に記載されている者等以外と契約しなけれ

ば、契約の目的を達成することができないとき  

(２ ) １回の取引の金額が 20万円以下のとき  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、理事長が承認したとき  

３  前２項の規定に関わらず、次の各号に該当するものと理事長が認

めた場合には見積書の徴取を省略することができる。  

(１ ) 慣習上見積書を徴する必要のないものとして、理事長が認め

たとき  

(２ ) 迅速に契約しなければ法人の業務の遂行に支障を及ぼすと認

められるとき  

(３ ) 契約事務の実情を勘案し、見積書の徴取を省略しても支障が

ないと認められるとき  

（せり売り）  

第 21条  会計規程第 39条第２項の規定によりせり売りによることがで

きる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適してい

るものをする場合とする。  

２  第６条から第 14条の規定は、せり売りの場合に準用する。  

（契約締結の手続き）  

第 22条  落札者は法人が指定する日までに当該契約に必要となる書類

を提出するとともに、その内容について説明しなければならない。  

２  法人が必要と認めるときは、契約の内容について落札者と協議又

は交渉を行うことができる。  

３  落札者は、前項の手続き終了後、契約担当者が指定する日までに

契約保証金を納付して契約書により契約を締結しなければならな

い。  

４  法人は、前項の規定による契約手続きを怠ったときは、その者に

係る落札又は契約を取り消すことがある。  

（契約書の記載事項）  

第 23条  前条第３項の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しな

ければならない。  

(１ ) 契約の金額  

(２ ) 契約履行の場所  

(３ ) 履行期限又は期間  
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(４ ) 契約代金の支払又は納付の方法  

(５ ) 監督及び検査  

(６ ) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違

約金その他の損害金  

(７ ) 契約不適合責任  

(８ ) 契約に関する紛争の解決方法  

(９ ) その他必要な事項  

（契約書又は請書の省略）  

第 24条  理事長は、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成

を省略し、請書をもってこれに代えることができる。  

(１ ) 契約金額が 250万円未満の契約をするとき  

(２ ) せり売りするとき  

(３ ) 有価証券を売買するとき  

(４ ) 国又は地方公共団体その他公共団体と契約をするとき  

(５ ) その他契約書を省略しても支障がないと認めるとき  

２  前項の規定に関わらず、 50万円未満の契約をするときは、請書を

省略させることができる。  

（契約保証金の納付）  

第 25条  会計規程第 42条第３項に規定する契約保証金の額は、契約金

額の 100分の３以上とし、契約の締結前に納付させるものとする。  

（契約保証金の免除）  

第 26条  会計規程第 42条第 1項の規定により、次の各号のいずれかに

該当するときは、契約保証金の納付を免除することができる。  

(１ ) 契約金額が 1,000万円未満の契約をするとき  

(２ ) 契約締結後 30日以内に履行し得る契約をするとき  

(３ ) 単価契約の方法により契約を締結するとき  

(４ ) 物件の売却において、落札者が代金を即納してその物件を引

き取るとき  

(５ ) 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行

保証保険契約を締結したとき  

(６ ) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、法人と工事履行

保証契約を締結したとき  

(７ ) 契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと

き  

(８ ) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に納付させる必要が

ないと認めるとき  

（契約保証金の充当）  

第 27条  契約保証金は、契約において特別の定めをする場合を除き、

貸付料又は延滞損害金の納付を遅延したとき、これに充当するほ

か、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。  
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（契約保証金の還付等）  

第 28条  契約保証金は、契約の相手方がその債務を履行し、第 36条で

規定する検査に合格した後、これを還付する。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、当該各号に定める日以後にこれを還付

することができる。  

(１ ) 物品の借入れに係る契約にあっては、当該物品のすべての納

品を受けたとき  当該納品を受けた日  

(２ ) リース契約及び複数年契約にあっては、契約期間の初日から

起算して１年間経過したとき（当該契約の相手方に履行遅滞そ

の他義務の不履行がない場合に限る。）  当該１年間を経過し

た日  

２  前項の規定に関わらず、契約担当者は、契約不適合責任にかかる

保証金として保証金の全部又は一部を留保する必要があるときは、

この限りでない。  

（契約の解除）  

第 29条  理事長は、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、

契約を解除することができる。  

(１ ) 正当な理由がなく、契約を履行しないとき又は契約期間内に

履行の見込みがないとき  

(２ ) 契約の締結又は履行について、不正な行為があったと認めら

れるとき  

(３ ) 契約の履行にあたり、法人職員の指示に従わないとき又はそ

の職務の執行を妨げたとき  

(４ ) 契約を締結する資格を有しない者となったとき  

(５ ) 前各号に掲げるもののほか、法令及び契約事項に違反し、そ

のため契約の目的を達することができないと認められるとき  

（権利義務の譲渡等の制限）  

第 30条  契約の相手方は、契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲

渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせることができない。

ただし、あらかじめ理事長の承諾を得た場合は、この限りではな

い。  

２  契約の相手方は、契約の全部又は大部分を他人に履行させてはな

らない。  

（目的物の引渡し）  

第 31条  契約の目的物の引渡しは、工事の請負契約にあっては、完了

検査に合格したときをもって、工事以外の請負及び買い入れの契約

（不動産に係るものを除く。）にあっては、引渡し場所において検

査検収に合格したときをもって完了する。ただし、契約の性質又

は、目的により引渡しを要しないものについてはこの限りでない。  

２  前項の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。た
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だし、契約において特別の定めがあるときは、この限りではない。  

 （前金払）  

第 32条  公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27年法律第

184号）第５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社（以下

「保証事業会社」という。）の保証に係る公共工事で、工事の経費

１件 500万円以上である工事については、当該経費の 10分の３を超

えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、土木建

築に関する工事については、当該経費の 10分の４を超えない範囲内

において前金払をすることができる。  

２  前項の規定により前金払をするときは、契約者から保険事業会社

の保証証書を寄託させなければならない。  

３  第１項に規定する場合によるほか、次に定める経費については、

前金払をすることができる。  

 (１ ) 火災保険料、障害保険料、損害保険料その他の保険料  

 (２ ) 放送受信料  

 (３ ) 土地又は家屋の賃借料  

（部分払）  

第 33条  発注者は、請負契約にあたっては、その既済部分に対する対

価の 10分の９、物品等の買入れその他の契約にあたっては、その既

済部分に対する対価を超えない範囲内で部分払いをすることができ

る。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあって

は、その代価の金額まで支払うことができる。  

２  前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分

払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額

を差し引いた額とする。  

３  前２項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるもの

とする。  

 (１ ) 契約金額が 1,000万円まで  １回  

 (２ ) 契約金額が 3,000万円まで  ２回以内  

 (３ ) 契約金額が 5,000万円まで  ３回以内  

 (４ ) 契約金額が 5,000万円を超える場合は、４回に、 5,000万円を

超えるごとに１回を加えた回数以内  

（延滞違約金）  

第 34条  契約の相手方のその責に帰すべき理由により、請負、買入

れ、借入れその他の契約（不動産に係る売払契約及び貸付契約を除

く。）に基づく債務の履行を遅延したときは、契約金額につき、遅

延日数に応じ、当該契約締結日における政府契約の支払遅延防止に

関する法律（昭和 24年法律第 256号）（以下「支払遅延防止法」とい

う。）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて

計算した額を延滞違約金として徴収する。ただし、工事その他の請
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負で遅延部分を分けることができないものであるとき、又は売払い

であるときは、契約代価につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の

日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を延滞違約金と

する。  

２  前項に規定する延滞違約金の総額が 100円未満のものについて

は、これを免除する。  

３  延滞違約金は、受注者に対する支払代金又は契約保証金から差し

引くことができる。  

（監督）   

第 35条  会計規程第 46条第１項の規定による監督は、立会い、指示そ

の他の方法によって行わなければならない。  

２  会計規程第 46条第１項の規定により監督を行う理事長又はその指

定する職員（以下「監督職員」という。）は、監督の実施にあたっ

ては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにすると

ともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する

事項は、これを他に漏らしてはならない。  

（検査）  

第 36条  会計規程第 46条第１項の規定により検査を行う理事長又はそ

の指定する職員（以下「検査職員」という。）は、請負契約につい

ての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の

関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を

含む。）に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立

会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならな

い。  

２  検査職員は契約についての給付の完了の確認につき、契約書その

他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行

わなければならない。  

３  前２項の場合において必要があるときは、契約の相手方を立会わ

せて、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができるもの

とする。この場合において、当該破壊若しくは分解又は試験の実施

に必要な経費及び修復等に必要な経費は、当該契約の相手方の負担

とする。  

４  検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日

から 14日以内、その他の契約については、完了の通知を受けた日か

ら 10日以内に検査を行わなければならない。  

５  検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職

務と兼ねることができない。  

 （検査調書の作成）  

第 37条  検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなけ

ればならない。ただし、当該契約金額が 250万円未満の契約に係る
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検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合していると認

めるときは、納品書及び請求書等の表面余白に検収印及び検査職員

の印を押印することをもって検査調書の作成に代えることができ

る。  

２  検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しな

いものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に

記載して理事長に提出しなければならない。  

３  第 33条の規定により、給付の完了前に代価の一部を支払う場合に

おいて既済部分の検査を行うときは、必要書類を提出させて検査し

確認しなければならない。この場合検査調書には、既済部分を明確

にし、部分払いの限度を記載しなければならない。  

４  年度を超えての契約においては、各年度の最後の支払い時に検査

調書を作成しなければならない。その場合の検査調書の記載につい

ては、前項に準ずる。  

（検査結果の通知）  

第 38条  検査職員は、工事又は製造の請負契約について検査を行った

ときは、その結果を７日以内に受注者に通知しなければならない。

ただし、当該契約金額が 250万円未満の契約に係るものにあって

は、口頭により、検査結果を通知することができる。  

 （委任）  

第 39条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

附  則  

この規程は、令和７年４月１日から施行する。  

 

  附  則  

この規程は、令和７年９月１日から施行する。  

 

  附  則  

この規程は、令和７年 11月５日から施行し、令和７年 11月１日より適

用する。  


